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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第39期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第38期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 5,819,5474,977,58925,385,034

経常利益（△損失）（千円） 29,483△133,9081,168,698

四半期（当期）純利益（△純損失）（千円） △10,946△116,738 415,633

純資産額（千円） 8,800,8228,769,5889,012,551

総資産額（千円） 19,145,84921,764,56820,284,251

１株当たり純資産額（円） 574.49 570.97 586.75

１株当たり四半期（当期）純利益金額（△純損失）（円） △0.77 △8.23 29.23

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － 29.05

自己資本比率（％） 42.7 37.2 41.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
116,892 164,7291,391,231

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△464,809△1,724,290△2,608,491

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
808,7342,428,7961,185,629

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 2,883,4513,260,2382,391,003

従業員数（人） 1,656 1,668 1,600

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。　

３．第38期第１四半期連結累計（会計）期間および第39期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記

載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 1,668(215)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 1,042(215)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を示すと、次のとおりであります。

売上区分別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

情報処理サービス（千円） 1,233,637 93.7

システム開発サービス（千円） 2,774,527 83.3

合計（千円） 4,008,165 86.3

　（注）１．金額は、製造原価で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当第１四半期連結会計期間より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含

めておりましたシステム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソ

フトウエア開発」から「システム開発サービス」に改めました。

なお、前第１四半期連結会計期間における当該生産実績は、138,641千円であり、前年同四半期比は組替え

後の数値で算出しております。
　

（２）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。

品目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

コンピュータ関連機器等（千円） 161,663 118.7

合計（千円） 161,663 118.7

　（注）１．金額は、仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（３）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を示すと、次のとおりであります。

売上区分別 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

情報処理サービス 645,492 74.1 889,035 128.8

システム機器販売 160,178 888.9 25,802 369.4

システム開発サービス 3,342,605 65.0 3,833,265 81.6

合計 4,148,276 68.7 4,748,103 88.0

　（注）１．情報処理サービスの一部については、受注によらない売上形態であるため、除外しております。また、受注

および集計方法の見直しを行い、前連結会計年度まで一部除外しておりましたシステム機器販売につい

ては当第１四半期連結会計期間より含めて記載しております。なお、前第１四半期連結会計期間と同様の

受注および集計方法によった場合のシステム機器販売の受注高および受注残高はそれぞれ25,902千円お

よび10,917千円であります。

２．金額は、販売価格によるものです。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．当第１四半期連結会計期間より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含

めておりましたシステム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソ

フトウエア開発」から「システム開発サービス」に改めました。なお、前第１四半期連結会計期間におけ

る当該受注高および受注残高はそれぞれ187,175千円および101,935千円であり、前年同四半期比は組替え

後の数値で算出しております。

　

（４）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

売上区分別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

情報処理サービス（千円） 1,715,446 100.1

システム機器販売（千円） 181,655 101.5

システム開発サービス（千円） 3,080,486 78.4

合計（千円） 4,977,589 85.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期連結会計期間より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含

めておりましたシステム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソ

フトウエア開発」から「システム開発サービス」に改めました。

なお、前第１四半期連結会計期間における当該売上高は162,532千円であり、前年同四半期比は組替え後の

数値で算出しております。

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、景気対策

の下支え効果により一部の景気指標で下げ止まりの兆しがあるものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、

依然として厳しい状況が続いております。

当社グループが所属する情報サービス産業は、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（確報）によると

平成21年４月から５月までの売上高が前年同期比3.4%減少しております。また、平成21年７月１日公表の日銀短

観では、ソフトウエアを含む2009年度の設備投資計画（除く土地投資額）が前年度比で12.7%減となっており、企

業のＩＴ投資に対する姿勢はさらに厳しさを増しております。

このような環境下、当社グループは、継続して顧客企業とのリレーション強化や新規顧客開拓を積極的に展開

いたしました。さらに、平成21年６月の第２データセンター稼働を機に、企業の事業継続、情報セキュリティ対策

やコスト削減といった顧客ニーズに応えるべくソリューション提供に一層注力してまいりました。また、前期に

引き続きシステム開発の標準化や見積り精度の向上、コスト管理の徹底を図ってまいりました。

しかしながら顧客企業の予算削減に伴う案件の凍結、先送りや規模縮小、取引価格の引下げ要請などが発生し、

売上高は4,977百万円（前年同四半期連結会計期間比14.5%減）となりました。情報処理サービスは売上増、原価

低減などにより利益増となりましたが、システム開発サービス（注）売上の減少、第２データセンター稼働によ

る償却費増加などに伴い営業損失は79百万円（前年同四半期連結会計期間は営業利益47百万円）、経常損失は

133百万円（前年同四半期連結会計期間は経常利益29百万円）、四半期純損失は116百万円（前年同四半期連結会

計期間は四半期純損失10百万円）となりました。

 

当第１四半期連結会計期間における売上区分別の売上状況は以下のとおりです。

［情報処理サービス］

景気低迷の影響があるものの、主にデータセンターサービス（コロケーション／ハウジングサービス等）の

売上増により、1,715百万円（前年同四半期連結会計期間比0.1%増）となりました。

　

［システム機器販売］

ほぼ前年同四半期連結会計期間並みの181百万円（同1.5%増）となりました。

　

［システム開発サービス］

通信業、食品業、サービス業向けの売上が増加しましたが、前年同四半期連結会計期間にあった金融業向けの

案件が収束したことや企業の業績悪化による案件の凍結・先送り・規模縮小、一部の顧客企業からの取引価

格引下げ要請などにより、3,080百万円（同21.6%減）となりました。

　

（注）当第１四半期連結会計期間より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含

めておりましたシステム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソ

フトウエア開発」から「システム開発サービス」に改めました。

なお、前第１四半期連結会計期間における当該売上高は162百万円であり、前年同四半期連結会計期間比は

組替え後の数値で算出しております。

　

［当社グループの四半期業績特性］

　売上高に占める割合が高いシステム開発サービスは、売上計上基準に完成基準と進行基準（※）を採用してお

ります。その多くが完成基準となることから、完成時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半期連結会計期間に

集中する傾向にあります。一方、販売費及び一般管理費は各月で平準化されており、特に第１四半期連結会計期間

は期間収益に対して費用が高めに発生するため、計画段階から営業損失、経常損失を見込んでおります。

　

※詳細は、「第５　経理の状況　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」をご覧くださ

い。
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（２）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は21,764百万円となり、前連結会計年度末比1,480百万円の増加と

なりました。その主な要因は第２データセンターの立ち上げに関わる設備投資による有形固定資産の増加等が

あったことによるものであります。 

　なお、純資産は8,769百万円となり、自己資本比率は37.2％となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。

　　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第１四半期連結会計期間

末と比較して376百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には3,260百万円となりました。

　

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、164百万円となりました（前第１四半期連結会計期間は116百万円の獲得）。

　　これは主に、たな卸資産の増加427百万円（前年同四半期連結会計期間比138百万円増）、仕入債務の減少382百万

円（同48百万円増）および法人税等の支払445百万円（同284百万円増）等により資金が減少したものの、償却に

よる資金の内部留保231百万円および売上債権の減少1,395百万円（同662百万円増）等により資金が増加したこ

とによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、1,724百万円となりました（前第１四半期連結会計期間は464百万円の使用）。

　これは主に、固定資産の取得による支出1,681百万円（同1,210百万円増）があったこと等によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は2,428百万円となりました（前第１四半期連結会計期間は808百万円の獲得）

　　これは主に、長期借入金の返済による支出112百万円（同５百万円増）および配当金の支払による支出151百万円

（同４百万円減）等があったものの、短期借入れによる収入1,187百万円（同32百万円増）および長期借入れに

よる収入1,505百万円（同1,505百万円増）があったことによるものであります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

      なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

　　（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

１．前事業年度末日時点における基本方針の内容

  　当社は、平成18年５月12日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を定めております。かかる取締役会決議に基

づく基本方針の内容は、以下のとおりです。

  株式持ち合い構造の解消、国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収にかかわる法制度の変化を

踏まえると、企業買収の対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如とし

て大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。

  このような認識を持ちながら買収防衛策を講じないまま企業経営を行う場合、企業価値ひいては株主共同

の利益に資さないものも少なくありません。

　中長期的に企業価値向上に集中して取り組むためには、特段当社に対する買収提案が行われていない時点

においてあらかじめ防衛策を導入しておくことが必要不可欠であると判断いたしました。

 

２．改訂後の基本方針の内容

　その後、当社は、平成21年５月11日開催の当社取締役会において、基本方針の内容を新たに改訂いたしま

した。かかる改訂後の基本方針の内容は、以下のとおりです。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値

の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上

していくことを可能とする者である必要があると考えています。 

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づ

いて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式

の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、

株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容

等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しない

も

の、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とす

るもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。また、当社に

おいては、①データセンターを中核とした一連のアウトソーシング受託業務をワンストップで提供できる業

務体制、②顧客との信頼関係、並びにそれに依拠した「直接契約比率の向上」及び「ストックビジネスの拡

大」という当社独自のビジネスモデル、③顧客第一主義・地元密着型の企業文化、及び④多様な事業パート

ナーとの協力関係等、こそが当社の企業価値・株主共同の利益の源泉であります。
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　当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の

企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付の

提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を

適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既

存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報

も把握したうえで、大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かか

る情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が

毀損される可能性があります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量

買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による

大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保する必要があると考えます。

 

② 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み

   １．基本方針の実現に資する特別な取組み　

     当社は個々の従業員のノウハウ等を結集したワンストップサービスの提供、顧客との信頼関係や当社の企

　　業文化に基づいた当社独自のビジネスモデルの維持、地元密着型の企業文化の維持、および適切な事業パー

　　トナーとの協力関係の維持によりさらなる企業価値の確保・向上を目指し取り組んでおります。

　　　近年、個人情報保護法対策、災害対策を始めとするＢＣＰ(事業継続計画)、セキュリティ対策などに対し

　　てのアウトソーシングニーズは高く、ストックビジネスの拡大の好機と判断しております。

　　　そこで当社はアウトソーシングビジネスの拡大を目指し、昨年６月に第２データセンター建設に着手し、

　　本年５月末竣工の運びとなりました。

　　　また、積極的なＩＲ活動の推進により資本市場から正当な評価を得られるよう努力を続けております。

　　　さらに、当社は、経営の透明性を高め監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確

　　保することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの強化もあ

　　わせ実施しております。

 

　２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

　　ための取組み

 　（イ）当社は、平成18年５月12日付の取締役会決議および同年６月23日付の定時株主総会決議により、

　　　「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「旧プラン」といいます。）を導入

　　　しましたが、旧プランの有効期間は、第35期事業年度に係る定時株主総会終結後３年以内に終了する事

　　　業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていたため、旧プランは、第38期

　　　事業年度に係る定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了いたしました。そこで当社は、上記①

　　　の基本方針に従い、今後も企業価値ひいては株主共同の利益を引き続き確保し、向上させるために、平

　　　成21年６月24日開催の第38回定時株主総会において、新たな当社株式の大量取得行為に関する対応策買

　　　収防衛策）（以下「新プラン」といいます。）の導入についてご承認いただきました。

 

　　(ロ)　新プランの内容 

　　　新プランは当社株式に対する大量買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益に資するものか、また不

　　適切な買付行為であるかを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保したり、大量買付者と交

　　渉を行う等の枠組みであります。当社や当社の株主の皆様の利益を害する買収が行われた場合は、当該買

　　付者等による権利行使は認められない行使条件を付した新株予約権無償割当をその時点の全ての株主に対

　　して行います。

　　　当社の「新プラン」は合理的な範囲で以下のようなステップにて対応いたします。

　ａ．当社株式の大量買付行為（保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付等および公開買付けにかか

　　る株券等の株券所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け）

　　またはその提案があった場合は、取締役会は、買付者に一定の情報提供を求めるとともに、買付内容に

　　対する意見や代替案の作成、買付者との交渉等を行います。
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　ｂ．当社経営陣から独立した独立委員会は、買付者の買付内容と取締役会の代替案との比較検討、買付者

　　との協議・交渉、買付内容や取締役会の代替案の株主の皆様に対する提示等を行います。

　

　ｃ．本プランの手続きを守らず買付等が進められる場合や、買付等により企業価値・株主共同の利益が害

 　されるおそれがある場合は、当社は、当該買付者等による権利行使を認められないとの行使条件と当

　 該買付者等以外の株主の皆様から当社株式と引き換えに新株予約権を取得できるとの取得条項が付さ

   れた新株予約権を当社以外の全ての株主に対して無償で割り当てます。

　

　ｄ．新株予約権無償割当の実施に際しては、当社取締役の恣意的判断を排除するために、独立性の高い社

　　外者からなる独立委員会の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示がなされること

　　により透明性を確保することといたします。

　

　ｅ．本プランの発動により、新株予約権無償割当がなされ、買付者以外の株主の皆様により新株予約権が

　　行使された場合また当社による新株予約権の取得と引き換えに、買付者以外の株主の皆様に対して、当

　　社株式が交付された場合は、買付者の有する当社株式の議決権割合は約50％まで希釈化される可能性が

　　あります。

 

 ③　上記②の取組みについての当社取締役会の判断およびその判断にかかる理由

　当社取締役会は、上記②１および２の各取組みは、以下の理由から、当社の基本方針に沿うものであ　

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取組みであって、当社の会社役員の地位の　　

維持を目的とするものではないと判断しております。

　第一に、上記②１の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させる

ための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針の実現に資するものであります。

　第二に、上記②２の取組みは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること、(b)株主

意思を重視するものであること、(c)独立性の高い社外者を構成員とする独立委員会の判断を重視し、当

該判断を株主に情報開示するものであること、(d)合理的な客観的解除要件を設定していること、(e)独立

委員会は第三者専門家の意見を取得できるとされていること、(f)デッドハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）やスローハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収

防衛策）ではないことなどから、当社の基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうもの

でも、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
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（５）研究開発活動　

　当第１四半期連結会計期間における当社グループの研究活動状況は次のとおりです。 

 

①仮想化技術の実証研究

イ．目的と内容

　データセンターと仮想化テクノロジーを組み合わせた仮想化サービスの実現に向け、引続き仮想化技術の実証

研究に取り組んでおります。

　

ロ．研究成果

　仮想化環境の安定化と運用最適化を視野に入れ、各種関連製品を用いた検証を引続き実施しており、システムの

可用性及び処理性能の検証で、実用化へのステップとなる有益な結果を得ております。

　

ハ．開発費用

　当第１四半期連結会計期間においては販売費及び一般管理費に10,815千円計上しております。　

　

②歯科用画像診断・手術支援ソフトウエアの開発

イ．目的と内容

連結子会社の株式会社スリーディーは、鶴見大学歯学部と産学連携により歯科用画像診断・手術支援ソフトウ

エアを共同開発中です。　

本研究は、三次元化された患者の顎口腔モデルを用いて、仮想空間内でリアルに咬合面の干渉状態を可視化し

ながら最適な補綴処置方法（インプラント、入れ歯など）の決定を可能とすることを目指しています。　

 

ロ．研究成果

　現在、歯科用画像診断・手術支援ソフトウエアの開発中であります。

　

ハ．開発費用

　　当第１四半期連結会計期間においては販売費及び一般管理費に476千円計上しております。　
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、第２データセンターが竣工いたしました。その設備の状況は、次のとおり

であります。

提出会社 （平成21年６月30日現在）

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物
（千円）

構築物
（千円）

工具・器具及
び備品
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

合計
（千円）

第２データセンター

（横浜市）

情報処理サービス

設備
3,433,72972,961 24,565

1,087,285

(6,491.18)
4,618,542－

（注）１．上記金額は、有形固定資産の帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

　　　　　　なお、金額には消費税等を含めておりません。

　

（２）設備の新設、除却等の計画

　　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,235,840 15,235,840
東京証券取引所

（市場第一部）

普通株式

単元株式数

100株　

計 15,235,840 15,235,840 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成15年６月24日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 430

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１ 43,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)２ 379

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 379

資本組入額　　 190

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社また

は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員および従業

員の何れかの地位を保有していることを要する。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

（注）１．平成15年６月24日第32回定時株主総会終結の時に付与された取締役９名、従業員49名のうち、平成21年６

月30日時点で新株予約権を保有する付与対象者は従業員13名です。また、新株予約権の目的となる株式の

数は400,000株より33,000株減少し、さらに324,000株が行使されたため、43,000株となっております。

２．新株予約権の権利行使価額を記載しております。
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②平成16年６月24日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,995

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１ 199,500

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)２ 731

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 731

資本組入額　　 366

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社また

は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員および従業

員の何れかの地位を保有していることを要する。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

（注）１．平成16年６月24日第33回定時株主総会終結の時に付与された取締役７名、従業員10名のうち、平成21年６

月30日時点で新株予約権を保有する付与対象者は取締役４名、従業員６名、子会社の役員２名、子会社の従

業員１名であります。また新株予約権の目的となる株式の数は400,000株より20,000株減少し、さらに

180,500株が行使されたため、199,500株となっております。

２．新株予約権の権利行使価額を記載しております。
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③平成17年６月24日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,670

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注)１ 367,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注)２ 686

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 686

資本組入額　　 343

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社また

は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員および従業

員の何れかの地位を保有していることを要する。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

（注）１．平成17年６月24日第34回定時株主総会終結の時に付与された取締役８名、従業員15名のうち、平成21年６

月30日時点で新株予約権を保有する付与対象者は取締役６名、従業員12名、子会社の役員２名、子会社の従

業員１名であります。また新株予約権の目的となる株式の数は400,000株の内、33,000株が行使されたた

め、367,000株となっております。

２．新株予約権の権利行使価額を記載しております。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日　　
－ 15,235,840 － 3,203,992 － 801,000

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,048,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,182,900 141,829 －

単元未満株式 普通株式      4,640 － －

発行済株式総数 15,235,840 － －

総株主の議決権 － 141,829 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数６個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アイネット
横浜市西区みなとみ

らい３丁目３－１
1,048,300 － 1,048,300 6.88

計 － 1,048,300 － 1,048,300 6.88

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 503 525 535

最低（円） 468 468 489

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,260,238 2,391,003

受取手形及び売掛金 3,104,299 4,501,014

商品及び製品 19,560 12,576

仕掛品 786,713 366,513

原材料及び貯蔵品 8,249 8,100

その他 1,039,773 835,827

貸倒引当金 △5,003 △5,921

流動資産合計 8,213,830 8,109,114

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※3
 6,024,557

※3
 2,559,018

土地 ※3
 3,500,695

※3
 3,500,695

その他（純額） ※3
 451,071

※3
 2,550,167

有形固定資産合計 ※1
 9,976,324

※1
 8,609,881

無形固定資産

のれん 431,439 478,047

その他 766,820 760,235

無形固定資産合計 1,198,260 1,238,282

投資その他の資産

その他 2,386,459 2,335,406

貸倒引当金 △15,347 △14,639

投資その他の資産合計 2,371,111 2,320,767

固定資産合計 13,545,696 12,168,931

繰延資産 5,041 6,205

資産合計 21,764,568 20,284,251
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 793,865 1,176,759

短期借入金 ※2
 4,085,592

※2
 2,762,392

未払法人税等 30,444 476,393

賞与引当金 218,522 605,145

関係会社整理損失引当金 15,902 15,902

訴訟損失引当金 11,000 14,864

その他 1,901,497 1,482,699

流動負債合計 7,056,825 6,534,158

固定負債

社債 600,000 600,000

長期借入金 4,391,974 3,135,182

退職給付引当金 700,590 712,696

その他 245,590 289,662

固定負債合計 5,938,154 4,737,541

負債合計 12,994,979 11,271,700

純資産の部

株主資本

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,360,478 3,360,478

利益剰余金 2,122,328 2,409,317

自己株式 △604,293 △604,257

株主資本合計 8,082,506 8,369,531

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,092 △44,979

評価・換算差額等合計 18,092 △44,979

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 660,989 679,998

純資産合計 8,769,588 9,012,551

負債純資産合計 21,764,568 20,284,251
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 ※2
 5,819,547

※2
 4,977,589

売上原価 4,634,929 3,980,420

売上総利益 1,184,617 997,168

販売費及び一般管理費 ※1
 1,136,809

※1
 1,076,337

営業利益又は営業損失（△） 47,808 △79,169

営業外収益

受取利息 23 13

受取配当金 7,161 5,800

持分法による投資利益 3,131 －

その他 3,543 3,242

営業外収益合計 13,860 9,056

営業外費用

支払利息 20,253 27,546

持分法による投資損失 － 21,316

その他 11,931 14,932

営業外費用合計 32,185 63,795

経常利益又は経常損失（△） 29,483 △133,908

特別利益

訴訟損失引当金戻入額 － 3,864

貸倒引当金戻入額 40 209

特別利益合計 40 4,074

特別損失

固定資産除却損 735 1,036

投資有価証券評価損 1,308 －

特別損失合計 2,043 1,036

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

27,480 △130,870

法人税等 41,690 △6,465

少数株主損失（△） △3,264 △7,666

四半期純損失（△） △10,946 △116,738
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

27,480 △130,870

減価償却費 184,814 185,069

のれん償却額 46,900 46,607

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,120 △203

受取利息及び受取配当金 △7,185 △5,813

支払利息 20,253 27,546

売上債権の増減額（△は増加） 733,012 1,395,296

たな卸資産の増減額（△は増加） △289,237 △427,332

仕入債務の増減額（△は減少） △334,275 △382,893

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,782 △90,703

その他 △141,373 20,567

小計 284,292 637,270

利息及び配当金の受取額 7,151 5,800

利息の支払額 △13,328 △32,633

法人税等の支払額 △161,222 △445,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,892 164,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △446,539 △1,591,387

無形固定資産の取得による支出 △23,888 △89,933

その他 5,619 △42,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,809 △1,724,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,155,000 1,187,000

長期借入れによる収入 － 1,505,000

長期借入金の返済による支出 △106,501 △112,008

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の売却による収入 11 －

自己株式の取得による支出 △74,485 △36

配当金の支払額 △139,345 △138,900

少数株主への配当金の支払額 △15,945 △12,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 808,734 2,428,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 460,816 869,234

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,634 2,391,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,883,451

※1
 3,260,238
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 （1）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、検収基

準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号　平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手し

たソフトウエア開発契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められるものについては進行基準（進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他のものについては完成基準を適用

しております。

　　なお、これによる当第１四半期連結会計期間の売上高、営業損失、経常損

失および税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期連結貸借対照表関係）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示してお

りました「貯蔵品」は、当第１四半期連結会計期間より「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前第１

四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」は2,539千円であります。

 

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第１四半期連結会計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方

法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、

前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,056,182千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、2,971,033千円で

あります。

※２　貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容拡

大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にする

手段として取引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結しております。

これら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額    

    3,000,000千円

借入実行残高   

    1,000,000 

差引額 2,000,000千円

※２　貸出コミットメント契約の締結

　当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容拡

大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にする

手段として取引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額    

    3,000,000千円

借入実行残高   

    700,000 

差引額 2,300,000千円

※３　担保資産

　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度

の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次

のとおりであります。

建物及び構築物 4,927,510千円

土地 2,865,792　

その他 18,951 

　計 7,812,254千円

※３　担保資産

　

　

　

　

建物  1,444,206千円

土地 2,865,792　

その他 2,145,100 

　計 6,455,099千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 398,935千円

賞与 80,609 

法定福利費 55,983 

賃借料 63,811 

減価償却費 23,603 

給与手当 366,507千円

賞与 71,625 

法定福利費 52,895 

賃借料 62,246 

減価償却費 29,538　

※２　当社グループの売上高に占める割合が高いソフトウ

エア開発は、売上計上基準に検収基準を採用しており、

検収時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半期に集

中する傾向にあります。

※２　当社グループの売上高に占める割合が高いシステム

開発サービスは、売上計上基準に完成基準と進行基準

を採用しております。その多くが完成基準となること

から、完成時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半

期に集中する傾向にあります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,883,451

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 2,883,451
 

 （千円）

現金及び預金勘定 3,260,238

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 3,260,238
 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  15,235千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  1,048千株

３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 連結子会社　8,000千円

４．配当に関する事項

 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月24日

定時株主総会
普通株式 170,249 12.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日利益剰余金

　
５．株主資本の金額の著しい変動　

　株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループは、同一セグメントに属する情報サービス事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がない

ため、該当事項はありません。

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　当社グループは、同一セグメントに属する情報サービス事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がない

ため、該当事項はありません。

 

【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。

 

【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度

末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（ストック・オプション等関係）

  当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　ストック・オプションの付与は行っておりません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 570.97円 １株当たり純資産額 586.75円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △0.77円 １株当たり四半期純損失金額（△） △8.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（△）（千円） △10,946 △116,738

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △10,946 △116,738

期中平均株式数（千株） 14,262 14,187

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　－ 　－

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社アイネット

取締役会　御中

あらた監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岩尾　健太郎

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澤山　  宏行

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイネット

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイネット及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　２.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月10日

株式会社アイネット

取締役会　御中

あらた監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岩尾　健太郎

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイネット

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイネット及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」会計処理基準に関する事項の変更（１）に記載さ

れているとおり、会社は、第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　２.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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